
県 民 の 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 新 旧 対 照 表 

          新           旧 
（ ば い 煙 濃 度 の 測 定 等 ） （ ば い 煙 量 等 の 測 定 等 ） 

第 二 十 一 条 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る ば い 煙 濃 度 の 測 定 は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 一 条 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る ば い 煙 量 又 は ば い 煙 濃 度 の 測

定 及 び そ の 結 果 の 記 録 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 一 硫 黄 酸 化 物 に 係 る ば い 煙 発 生 施 設 に お い て 使 用 す る 燃 料 の 硫 黄 含 有 率 の

測 定 は 、 別 表 第 六 第 一 号 の 備 考 に 掲 げ る 硫 黄 含 有 率 の 測 定 法 に よ り 行 う こ

と 。 た だ し 、 当 該 使 用 す る 燃 料 の 硫 黄 含 有 率 が 他 の 方 法 に よ り 確 認 で き る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 略 二 略 

二 略 三 略 

 四 前 三 号 の 測 定 の 結 果 は 、 ば い 煙 量 等 測 定 記 録 表 （ 様 式 第 二 十 五 ） に よ り

記 録 し 、 そ の 記 録 を 三 年 間 保 存 す る こ と 。 

２ 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る ば い 煙 濃 度 の 測 定 の 結 果 の 記 録 及 び そ

の 保 存 は 、 前 項 各 号 の 測 定 の 結 果 を ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 （ 様 式 第 二 十 五 ）

に よ り 記 録 し 、 そ の 記 録 を 三 年 間 保 存 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 計 量 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 百 七 条 の 登 録 を 受 け た 者 か ら

当 該 測 定 に 係 る 測 定 者 の 氏 名 、 測 定 年 月 日 、 測 定 箇 所 、 測 定 方 法 及 び ば い 煙

濃 度 の 測 定 の 結 果 に つ い て 証 明 す る 旨 を 記 載 し た 同 法 第 百 十 条 の 二 第 一 項 の

証 明 書 の 交 付 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 証 明 書 の 記 載 を も っ て 、 ば い 煙 濃 度 測

定 記 録 表 に よ る 記 録 に 代 え る こ と が で き る 。 

 

３ 前 項 本 文 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 の 記 録 は 、 ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 に 係 る

電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ

と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用

に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て は 、 当 該 ば い 煙 排 出 者 は 、 そ の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ

ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら

に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 以 下

「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ り 記 録 を 行 わ な け

れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 の 記 録 は 、 ば い 煙 量 等 測 定 記 録 表 に 係

る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る

こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の

用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て は 、 当 該 ば い 煙 排 出 者 は 、 そ の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た

フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 以

下 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ り 記 録 を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。 

４ 第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 記 録 の 保 存 は 、 ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 に 係 る 電 磁

的 記 録 に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 ば い 煙 排 出 者 は 、

次 の 各 号 の い ず れ か の 方 法 に よ り 保 存 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３ 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 記 録 の 保 存 は 、 ば い 煙 量 等 測 定 記 録 表 に 係 る 電

磁 的 記 録 に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 ば い 煙 排 出 者

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 方 法 に よ り 保 存 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

一 略 一 略 

二 ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 二 ば い 煙 量 等 測 定 記 録 表 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る



 

画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 当 該 ば い 煙

排 出 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 等

を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法 

画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 当 該 ば い 煙

排 出 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 等

を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法 

５ 略 ４ 略 

（ 水 量 測 定 器 の 設 置 等 ） （ 水 量 測 定 器 の 設 置 等 ） 

第 七 十 一 条 １ 及 び ２ 略 第 七 十 一 条 １ 及 び ２ 略 

３ 第 二 十 一 条 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 の 記 録 に つ い て

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 三 項 中 「 ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 」 と あ

る の は 「 地 下 水 揚 水 量 等 測 定 記 録 表 」 と 、 「 ば い 煙 排 出 者 」 と あ る の は 「 条

例 第 六 十 三 条 に 規 定 す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 測 定 の 結 果 の 記 録 に つ い て

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 ば い 煙 量 等 測 定 記 録 表 」

と あ る の は 「 地 下 水 揚 水 量 等 測 定 記 録 表 」 と 、 「 ば い 煙 排 出 者 」 と あ る の は

「 条 例 第 六 十 三 条 に 規 定 す る 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

４ 第 二 十 一 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 の 保 存 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 四 項 中 「 ば い 煙 濃 度 測 定 記 録 表 」

と あ る の は 「 地 下 水 揚 水 量 等 測 定 記 録 表 」 と 、 同 項 及 び 同 条 第 五 項 中 「 ば い

煙 排 出 者 」 と あ る の は 「 条 例 第 六 十 三 条 に 規 定 す る 者 」 と 、 同 項 中 「 前 項 」

と あ る の は 「 第 七 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。 

４ 第 二 十 一 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 記 録 の 保 存 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 一 条 第 三 項 中 「 ば い 煙 量 等 測 定

記 録 表 」 と あ る の は 「 地 下 水 揚 水 量 等 測 定 記 録 表 」 と 、 同 項 及 び 同 条 第 四 項

中 「 ば い 煙 排 出 者 」 と あ る の は 「 条 例 第 六 十 三 条 に 規 定 す る 者 」 と 、 同 項 中

「 前 項 」 と あ る の は 「 第 七 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。 

５ 以 下 略 ５ 以 下 略 

（ 規 制 基 準 ） 

第 九 条 条 例 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 規 制 基 準 は 、 別 表 第 六 か ら 別 表 第 八 ま で に 掲 げ る と お り と す る 。 

（ 硫 黄 酸 化 物 の 規 制 基 準 に 係 る 地 域 の 区 分 及 び 排 出 口 の 高 さ の 補 正 ） 

第 十 条 条 例 第 六 条 第 二 項 第 一 号 イ の 規 則 で 定 め る 地 域 の 区 分 は 、 別 表 第 六 の 付 表 第 一 に 掲 げ る と お り と す る 。 

２ 条 例 第 六 条 第 二 項 第 一 号 イ に 規 定 す る 排 出 口 の 高 さ の 補 正 は 、 別 表 第 六 の 付 表 第 二 の 算 式 に よ る も の と す る 。 

          新           旧 

別 表 第 六 ば い 煙 の 規 制 基 準 （ 第 九 条 、 第 十 条 関 係 ） 別 表 第 六 ば い 煙 の 規 制 基 準 （ 第 九 条 、 第 十 条 関 係 ） 

一 硫 黄 酸 化 物 一 同 上 

次 の 式 に よ り 算 出 し た 硫 黄 酸 化 物 の 量  

q＝K×10
-3He2  

こ の 式 に お い て 、 ｑ 、 Ｋ 及 び Ｈ
ｅ

は 、 そ れ ぞ れ 次 の 値 を 表 す も の と す る 。  

ｑ 硫 黄 酸 化 物 の 量 （ 単 位 温 度 零 度 、 圧 力 一 気 圧 の 状 態 に 換 算 し た 立 方

メ ー ト ル 毎 時 ） 

 



 

Ｋ 付 表 第 一 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に あ っ て は 三 ・ 〇 （ 昭 和 四 十 九 年 九 月 三

十 日 以 後 に お い て 、 新 た に 設 置 さ れ る ば い 煙 発 生 施 設 に あ っ て は 、 一 ・

一 七 ） 、 同 表 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に あ っ て は 八 ・ 七 六 、 同 表 第 三 号 及 び

第 四 号 に 掲 げ る 区 域 に あ っ て は 九 ・ 〇 、 同 表 第 五 号 に 掲 げ る 区 域 に あ っ

て は 三 ・ 五 （ 昭 和 四 十 九 年 九 月 三 十 日 以 後 に お い て 、 新 た に 設 置 さ れ る

ば い 煙 発 生 施 設 に あ っ て は 、 一 ・ 七 五 ） 、 同 表 第 六 号 に 掲 げ る 区 域 に あ

っ て は 一 七 ・ 五 

 

Ｈ
ｅ  付 表 第 二 に 規 定 す る 方 法 に よ り 補 正 さ れ た 排 出 口 の 高 さ （ 単 位 メ ー

ト ル ） 

 

備 考 備 考 

こ の 表 の Ｋ の 値 を 適 用 し て 算 出 さ れ る 硫 黄 酸 化 物 の 量 は 、 規 格 Ｋ 〇 一

〇 三 に 定 め る 方 法 に よ り 硫 黄 酸 化 物 濃 度 及 び 規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方

法 に よ り 排 出 ガ ス 量 を 測 定 し 、 又 は 規 格 Ｋ 二 三 〇 一 、 Ｋ 二 五 四 一 ― 一 か

ら Ｋ 二 五 四 一 ― 七 ま で 若 し く は Ｍ 八 八 一 三 に 定 め る 方 法 に よ り 燃 料 の 硫

黄 含 有 率 を 測 定 し て 算 定 さ れ る 硫 黄 酸 化 物 の 量 と し て 表 示 さ れ た も の と

す る 。 

こ の 表 の Ｋ の 値 を 適 用 し て 算 出 さ れ る 硫 黄 酸 化 物 の 量 は 、 規 格 Ｋ 〇 一

〇 三 に 定 め る 方 法 に よ り 硫 黄 酸 化 物 濃 度 及 び 規 格 Ｚ 八 八 〇 八 に 定 め る 方

法 に よ り 排 出 ガ ス 量 を 測 定 し 、 又 は 規 格 Ｋ 二 三 〇 一 、 規 格 Ｋ 二 五 四 一 又

は 規 格 Ｍ 八 八 一 三 に 定 め る 方 法 に よ り 燃 料 の 硫 黄 含 有 率 を 測 定 し て 算 定

さ れ る 硫 黄 酸 化 物 の 量 と し て 表 示 さ れ た も の と す る 。 

二 以 下 略 二 以 下 略 

（ 相 当 程 度 の 騒 音 又 は 振 動 に 係 る 基 準 ） 

第 二 十 四 条 条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 に つ い て は 、 別 表 第 七 に 掲 げ る 騒 音 の 規 制 基 準 及 び 別 表 第 八 に 掲 げ る 振 動 の 規 制 基 準 を 準 用 す る 。 

（ 作 業 に 伴 う 騒 音 に 係 る 基 準 ） 

第 五 十 九 条 条 例 第 五 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 に つ い て は 、 別 表 第 七 に 掲 げ る 騒 音 の 規 制 基 準 を 準 用 す る 。 

          新           旧 

別 表 第 七 騒 音 の 規 制 基 準 （ 第 九 条 、 第 二 十 四 条 、 第 五 十 九 条 関 係 ） 別 表 第 七 騒 音 の 規 制 基 準 （ 第 九 条 、 第 二 十 四 条 、 第 五 十 九 条 関 係 ） 

一 一 般 基 準 一 同 上 

 イ 

時 間 の 区 分 昼 間 朝 夕 夜 間  

  午 前 六 時 か ら

午 前 八 時 ま で

 

 地 域 の 区 分 

午 前 八 時 か ら

午 後 七 時 ま で 午 後 七 時 か ら

午 後 十 時 ま で

午 後 十 時 か ら

翌 日 の 午 前 六

時 ま で 
 

 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地

域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用

地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居

専 用 地 域 及 び 第 二 種 中 高
四 十 五 デ シ ベ

ル 

四 十 デ シ ベ ル 四 十 デ シ ベ ル

 

 



 

層 住 居 専 用 地 域 

 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種

住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域 

五 十 デ シ ベ ル

四 十 五 デ シ ベ

ル 

四 十 デ シ ベ ル

 

 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域

及 び 準 工 業 地 域 

六 十 五 デ シ ベ

ル 

六 十 デ シ ベ ル 五 十 デ シ ベ ル

 

 

工 業 地 域 七 十 デ シ ベ ル

六 十 五 デ シ ベ

ル 

六 十 デ シ ベ ル

 

 

工 業 専 用 地 域 

七 十 五 デ シ ベ

ル 

七 十 五 デ シ ベ

ル 

七 十 デ シ ベ ル

 

 

そ の 他 の 地 域 六 十 デ シ ベ ル

五 十 五 デ シ ベ

ル 

五 十 デ シ ベ ル

 

ロ イ の 表 に 掲 げ る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域 、 工

業 専 用 地 域 又 は そ の 他 の 地 域 の 区 域 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規

定 す る 学 校 、 児 童 福 祉 法 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 第 一 条

の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 患 者

を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 図 書 館 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す

る 図 書 館 並 び に 老 人 福 祉 法 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の

敷 地 の 周 囲 五 十 メ ー ト ル の 区 域 内 に お け る 基 準 は 、 イ の 表 に 掲 げ る そ れ

ぞ れ の 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と す る 。 

ハ 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住

居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居

地 域 又 は 準 住 居 地 域 に 接 す る 工 業 地 域 又 は 工 業 専 用 地 域 の 当 該 接 す る 境

界 線 か ら 当 該 工 業 地 域 又 は 工 業 専 用 地 域 内 へ 五 十 メ ー ト ル の 範 囲 内 に お

け る 基 準 は 、 イ の 表 に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と

す る （ ロ の 適 用 を 受 け る 区 域 は 除 く 。 ） 。 

備 考 備 考 

一 略 一 略 

二 デ シ ベ ル と は 、 計 量 法 別 表 第 二 に 定 め る 音 圧 レ ベ ル の 計 量 単 位 を い う

（ 別 表 第 二 十 一 第 一 号 及 び 別 表 第 二 十 二 か ら 別 表 第 二 十 四 ま で に お い て

同 じ 。 ） 。 

二 デ シ ベ ル と は 、 計 量 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 別 表 第 二 に 定 め る

音 圧 レ ベ ル の 計 量 単 位 を い う （ 別 表 第 二 十 一 第 一 号 及 び 別 表 第 二 十 二 か

ら 別 表 第 二 十 四 ま で に お い て 同 じ 。 ） 。 

三 以 下 略 三 以 下 略 

二 略 二 略 

 
 


